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山
村
調
査
、海
村
調
査
に
お
け
る
葬
制
の
位
置
づ
け
と
そ
の
目
的

R
esearch N

otes

研
究
ノ
ー
ト

山
田
慎
也

一　

は
じ
め
に

　

民
俗
学
に
お
い
て
、
ひ
と
の
死
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
習
俗
、
つ
ま
り
葬

制
）
1
（

に
つ
い
て
は
、
大
き
な
関
心
が
払
わ
れ
、
重
要
な
研
究
課
題
と
認
識
さ
れ
る
こ
と

で
、
そ
の
成
果
の
蓄
積
も
膨
大
で
あ
る

）
2
（

。
葬
制
研
究
は
死
の
習
俗
を
通
し
て
死
の
観

念
や
社
会
と
の
連
関
ま
た
そ
の
変
容
な
ど
の
課
題
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
ひ
と
の
一

生
に
か
か
わ
る
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
習
俗
と
の
関
係
を
含
め
、
人
生
儀
礼
、
通
過
儀
礼

の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

だ
が
、
現
在
の
よ
う
な
形
で
、
葬
制
が
人
生
儀
礼
な
い
し
通
過
儀
礼
の
一
環
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
個
別
の
課
題
と
し
て
確
立
し
て
い
く
に
は
、
民
俗
学
が
成

立
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
当
初
か
ら
所
与
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　

と
く
に
民
俗
学
確
立
期
と
い
わ
れ
る
一
九
三
〇
年
代
、
柳
田
国
男
を
中
心
と
し
て

民
俗
学
研
究
者
が
組
織
的
に
行
っ
た
初
の
全
国
調
査
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
山
村
調
査

と
そ
の
後
の
海
村
調
査
に
お
い
て
は
、
葬
制
に
関
す
る
調
査
項
目
の
内
容
と
そ
の
連

関
に
つ
い
て
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
な
か
で
も
山
村
調
査
の
三
年
間
の
過
程
に
お

い
て
も
質
問
項
目
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
葬
制
に
関
す
る
山
村
調
査
と
海
村
調
査
の
項
目
を
分
析
し
、

さ
ら
に
三
ヶ
年
の
調
査
期
間
に
お
い
て
も
毎
年
項
目
に
変
化
の
あ
っ
た
山
村
調
査
に

つ
い
て
は
、
調
査
に
あ
た
っ
た
民
俗
学
研
究
者
の
採
集
手
帳
の
内
容
を
も
含
め
て
み

て
い
く
こ
と
で
、
民
俗
学
の
成
立
期
に
お
け
る
調
査
対
象
と
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
検
討
し
、
現
代
の
研
究
課
題
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二　

課
題
と
し
て
の
葬
制
と
そ
の
位
置
づ
け

　

民
俗
調
査
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
調
査
目
的
が
あ
っ
て
項
目
を
作
る
こ
と

に
な
る
が
、
多
く
の
村
落
調
査
で
は
、
民
俗
全
般
の
調
査
が
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

な
か
で
一
般
的
な
調
査
項
目
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
、『
民
俗
調
査

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』〔
上
野
他
編　

一
九
七
四
〕
と
そ
の
新
版
〔
上
野
他
編　

一
九
八
七
〕

で
あ
る
。
こ
れ
は
書
名
の
通
り
民
俗
調
査
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
や
技
術
、

内
容
、
留
意
点
な
ど
を
扱
っ
た
入
門
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
は
「
民
俗
調
査
質
問
文
例
集
」
が
あ
り
、
前
文
で
は
「
こ
こ
に
掲
げ

た
文
例
集
は
あ
く
ま
で
も
自
分
の
調
査
項
目
や
質
問
文
集
を
作
成
す
る
さ
い
の
一
つ

の
参
考
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
例
集
に
含
ま
れ
た
内
容

だ
け
が
民
俗
調
査
の
内
容
な
の
で
は
な
い
し
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
聞
け
ば
調
査
は
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完
了
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
調
査
地
の
条
件
と
自
己
の
問
題
意
識
に
基
づ
け
て
独

自
の
調
査
質
問
文
集
を
作
成
す
る
の
が
望
ま
し
い
」
と
し
て
い
る
が
〔
上
野
他
編　

一
九
八
七　

二
二
九
〕、
研
究
者
も
入
門
者
も
身
近
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
点
で

も
っ
と
も
標
準
的
な
調
査
項
目
で
あ
り
、
一
般
的
な
民
俗
調
査
の
調
査
項
目
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
『
民
俗
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
新
版
で
は
、
1
村
落
組
織
、
2
家
族
と
親
族
、
3

生
業
、
4
衣
食
住
、
5
人
生
儀
礼
、
6
信
仰
伝
承
、
7
年
中
行
事
、
8
芸
能
・
競
技
、

9
口
承
文
芸
、
10
都
市
の
民
俗
と
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
人
生
儀
礼
は
以
下
の
よ

う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

5　

人
生
儀
礼

　
　

〈1〉　

産
育

　
　
　
　

イ 

妊
娠　

ロ 

出
産　

ハ 
子
供
の
成
長
と
祝
い　

ニ 

厄
年
と
年
祝
い

　
　

〈2〉　

婚
礼

　
　
　
　

イ 

相
手
の
決
定　

ロ 

縁
談
の
成
立　

ハ 

結
婚
式　

ニ 

婚
礼
以
降

　
　

〈3〉　

葬
制

　
　
　
　

イ 

葬
式　

ロ 

死
後
の
供
養　

ハ 

先
祖
祭
祀　

ニ 

墓
制

　

以
上
を
見
る
と
大
き
な
項
目
と
し
て
、「
人
生
儀
礼
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
下

位
分
類
と
し
て
「
産
育
」、「
婚
礼
」、「
葬
制
」
と
分
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
下
位
に
葬

制
は
「
葬
式
」
が
一
六
項
目
、「
死
後
の
供
養
」
九
項
目
、「
先
祖
祭
祀
」
六
項
目
、「
墓

制
」
六
項
目
の
質
問
項
目
が
あ
り
、
人
生
の
過
程
の
習
俗
が
時
系
列
に
提
示
さ
れ
て

い
る〔
上
野
他
編　

一
九
八
七　

二
四
七
〜
二
五
二
〕。
た
だ
し『
民
俗
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
』
初
版
で
は
、
ハ
の
先
祖
祭
祀
が
な
く
、
葬
式
、
死
後
の
供
養
、
墓
制
と
な
っ
て

い
る
〔
上
野
他
編　

一
九
七
四　

二
三
三
〜
二
三
七

）
3
（

〕。

　

こ
の
よ
う
な
人
生
儀
礼
と
葬
制
の
関
係
は
、
文
化
庁
編
集
の
『
民
俗
資
料
調
査
収

集
の
手
び
き
』〔
文
化
庁
編　

一
九
六
五
〕
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。「
民
俗

資
料
の
分
類
」
一
一
項
目
の
中
で
、
9
、
人
の
一
生
（
通
過
儀
礼
）
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
な
か
は
⑴ 

妊
娠
・
出
産
、
⑵ 

生
児
儀
礼
、
⑶ 

育
児
、
⑷ 

七
五
三
・
成
人
式
、

⑸ 

婚
礼
、
⑹ 

婚
姻
、
⑺ 

厄
年
・
年
祝
い
、
⑻ 

死
・
喪
、
⑼ 

葬
送
、
⑽ 

忌
明
け
・

年
祭
、
⑾ 

葬
制
・
墓
制
、
⑿ 

そ
の
他
、
と
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
人
生
の
過
程
の

な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
葬
制
自
体
も
、
魂
呼
ば
い
、
末
期
の
水
や
枕
飯
、
耳
塞
ぎ

餅
だ
け
で
は
な
く
、
通
夜
や
香
典
、
納
棺
、
野
辺
送
り
、
土
葬
、
火
葬
と
、
葬
儀
全

般
に
関
わ
っ
て
い
る
〔
文
化
庁
編　

一
九
六
五　

三
七
〜
三
九
〕。
ま
た
、
寺
の
役
割

や
葬
法
、
異
常
死
者
の
葬
送
な
ど
も
含
み
〔
文
化
庁
編　

一
九
六
五　

三
八
〕、
仏
教

的
な
要
素
も
意
識
し
な
が
ら
葬
制
全
体
を
網
羅
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
質
問
項
目
に
関
す
る
著
書
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
も
っ
と

も
体
系
的
で
あ
り
い
ち
早
く
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
、柳
田
国
男
・
関
敬
吾
編
の
『
日

本
民
俗
学
入
門
』〔
柳
田
・
関
編　

一
九
四
二
〕
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
住
居
、
二

衣
服
と
は
じ
ま
り
二
七
兆
・
占
・
禁
・
呪
、
二
八
医
療
で
お
わ
る
二
八
項
目
に
わ
た

り
、
中
程
で
、
一
一
家
族
、
一
二
婚
姻
、
一
三
誕
生
、
一
四
葬
制
、
一
五
年
中
行
事

と
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
柳
田
国
男
の
民
俗
学
の
方
法
論
で
あ
る
三
部
分
類
、
第

一
部
の
目
に
映
ず
る
資
料
、
第
二
部
の
耳
に
聞
こ
え
る
言
語
資
料
、
第
三
部
の
心
意

感
覚
に
応
じ
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
り
〔
柳
田　

一
九
八
〇　

一
一
九
〜
一
二
四
〕、

後
に
関
敬
吾
は
新
版
刊
行
の
際
に
は
三
部
分
類
に
従
っ
て
目
次
を
分
け
て
い
る
〔
柳

田
・
関
編　

一
九
八
二　

ⅷ
〜
ⅹ
〕。
こ
こ
で
は
家
族
か
ら
の
つ
な
が
り
で
婚
姻
が
登

場
し
、
人
生
儀
礼
と
の
関
連
性
に
よ
っ
て
誕
生
、
葬
制
と
な
り
、
儀
礼
に
共
通
し
て

年
中
行
事
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ま
た
葬
制
の
質
問
項
目
も
「
一
、
人
の
凶
事
を
一

般
に
何
と
い
う
か
。」
と
葬
の
名
称
を
問
う
こ
と
か
ら
始
ま
り

）
4
（

、
一
四
〇
番
目
の
死

後
の
生
ま
れ
変
わ
り
や
祖
霊
化
の
質
問
で
終
わ
り
、
一
四
〇
項
目
と
数
が
多
い
〔
柳

田
・
関
編　

一
九
八
二　

二
三
六
〜
二
五
三
〕。
こ
う
し
て
み
る
と
ほ
ぼ
一
九
四
二
年

の
『
日
本
民
俗
学
入
門
』
段
階
で
は
す
で
に
葬
制
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
研
究
課
題

で
あ
り
広
範
な
質
問
項
目
を
持
つ
分
野
と
し
て
、
ま
た
誕
生
や
婚
姻
と
関
連
す
る
形

で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。



267

［山村調査、海村調査における葬制の位置づけとその目的］……山田慎也

三　

山
村
研
究
で
の
葬
制
の
位
置
づ
け

　

そ
れ
で
は
民
俗
学
史
上
、初
の
本
格
的
な
総
合
民
俗
調
査
で
あ
る
山
村
調
査
で
は
、

葬
制
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
村
調
査
は
、
正
確

に
は
「
日
本
僻
陬
諸
村
に
お
け
る
郷
党
生
活
の
資
料
蒐
集
調
査
並
に
其
の
結
果
の
出

版
」
と
い
う
題
目
で
柳
田
国
男
を
代
表
者
と
す
る
文
部
省
の
科
学
研
究
費
補
助
金
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
研
究
で
あ
っ
た

）
5
（

。

　

民
俗
学
の
確
立
期
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
有
力
な
考
え
方
は
一
九
三
〇
年
代
前
半

と
さ
れ
て
お
り
〔
福
田　

一
九
八
四　

一
〕、
一
九
三
四
年
の
『
民
間
伝
承
論
』、
一

九
三
五
年
の
『
国
史
と
民
俗
学
』、『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
な
ど
、
民
俗
学
の
対
象

と
方
法
を
示
す
理
論
書
が
こ
の
と
き
集
中
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。ま
た
柳
田
の『
民

間
伝
承
論
』
の
も
と
と
な
っ
た
講
義
が
、
一
九
三
三
年
九
月
一
四
日
の
木
曜
日
か
ら

自
邸
で
始
ま
り
、
こ
れ
が
木
曜
会
の
発
端
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
三
五
年
七
月
か

ら
、
柳
田
の
還
暦
を
記
念
し
て
、「
日
本
民
俗
学
講
習
会
」
が
全
国
の
民
俗
学
研
究

者
を
集
め
て
日
本
青
年
館
で
行
わ
れ
、
こ
の
会
の
途
中
で
民
間
伝
承
の
会
、
つ
ま
り

後
の
日
本
民
俗
学
会
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
〔
岩
田　

一
九
九
八　

二
五
六
〜
二

五
七
〕。

　

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
体
系
的
な
調
査
と
し
て
、
こ
の
山
村
調
査
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
山
村
調
査
で
は
、『
郷
土
生
活
研
究
採
集
手
帖
』
と
い
う
調
査
ノ
ー

ト
を
作
成
し
、
柳
田
の
元
に
組
織
さ
れ
た
郷
土
生
活
研
究
所
の
同
人
が
調
査
を
行
っ

た
。
そ
の
項
目
は
一
〇
〇
項
目
に
わ
た
り
、
項
目
の
作
成
と
調
査
地
の
選
定
は
柳
田

が
行
っ
た
。
調
査
項
目
の
改
訂
は
当
初
か
ら
想
定
さ
れ
て
お
り
、
調
査
員
も
加
わ
っ

て
毎
年
増
補
改
訂
し
て
い
っ
た
〔
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
編　

一
九
九
〇　

三
四
〇

〜
三
四
四
〕。
ち
な
み
に
項
目
の
変
化
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
福
田
ア
ジ
オ
が
『
山

村
海
村
民
俗
の
研
究
』
の
「
解
説
」
に
お
い
て
そ
の
概
要
を
示
し
て
お
り
〔
福
田　

一
九
八
四　

九
〜
一
九
〕、
そ
の
増
補
改
訂
は
大
幅
に
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
中
に
葬

制
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
葬
制
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
採
集

手
帖
を
み
て
い
き
た
い
。

　
①

　
昭
和
九
年（
一
九
三
四
）の
採
集
手
帖

　

三
年
間
の
山
村
調
査
に
用
い
ら
れ
た
『
郷
土
生
活
研
究
採
集
手
帖
』
は
、
昭
和
九

年
の
採
集
手
帳
の
質
問
項
目
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
質
問
項
目
は
当
時
柳
田

が
百
項
目
を
と
い
う
区
切
り
の
い
い
数
で
選
ん
だ
と
い
う
〔
成
城
大
学
民
俗
学
研
究

所
編　

一
九
九
〇　

三
四
六
〕。
一
番
を
「
村
（
部
落
）
の
起
り
に
つ
い
て
何
か
言
ひ

伝
え
が
あ
り
ま
す
か
」
と
村
の
起
源
に
つ
い
て
の
質
問
か
ら
は
じ
ま
る
。
つ
ぎ
に
村

の
暮
ら
し
や
外
部
と
の
交
流
、
村
で
の
社
会
組
織
や
交
際
、
食
生
活
や
衣
服
と
続
く
。

四
八
か
ら
家
の
構
造
の
質
問
と
な
り
、
ま
ず
四
八
が
囲
炉
裏
で
の
主
婦
の
座
席
か
ら

は
じ
ま
り
、
デ
イ
の
使
い
方
、
五
一
が
花
嫁
の
入
口
、
五
二
が
正
月
の
門
松
、
五
三

が
盆
の
仏
迎
え
と
、
五
三
か
ら
五
八
ま
で
葬
制
に
関
連
す
る
項
目
が
続
い
て
い
る
。

そ
こ
で
具
体
的
な
質
問
項
目
を
見
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

五
三　

盆
に
仏
様
を
迎
へ
て
来
る
の
は
ど
の
口
か
ら
で
す
か
。

五
四　

葬
式
の
時
棺
を
ど
の
口
か
ら
出
し
ま
す
か
。

五
五　

盆
の
仏
迎
へ
は
埋
め
た
場
所
へ
行
き
ま
す
か
、
寺
へ
行
き
ま
す
か
。

五
六　

年
回
を
つ
と
め
る
の
は
何
年
忌
が
最
終
で
す
か
。
其
時
に
墓
は
ど
う
し
ま
す

か
。

五
七　

そ
れ
か
ら
以
後
は
ど
う
い
う
風
に
し
て
祭
り
ま
す
か
。

五
八　

先
祖
の
祭
り
や
う
が
足
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
心
づ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
か

　
　
　

○
ミ
コ
の
口
か
ら
、
夢
に
よ
っ
て
、
又
は
其
他
の
知
ら
せ
な
ど
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
前
の
質
問
と
の
つ
な
が
り
は
、
家
の
構
造
と
出
入
口
の
質
問

で
あ
り
、
五
一
は
結
婚
式
に
お
け
る
花
嫁
の
入
口
で
あ
り
、
五
二
が
大
き
な
門
松
を

た
て
る
入
口
の
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
非
日
常
の
儀
礼
に
お
け
る
家
の
出
入
口
の

質
問
か
ら
葬
制
に
関
連
す
る
質
問
に
続
い
て
い
く
。
た
だ
し
そ
の
質
問
の
目
的
は
あ

く
ま
で
も
家
の
出
入
口
で
あ
り
、
五
三
の
盆
の
迎
え
も
、
五
四
の
出
棺
の
出
口
も
家
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の
構
造
に
お
け
る
視
点
か
ら
の
関
心
で
あ
り
、
葬
制
そ
の
も
の
の
質
問
と
は
な
っ
て

い
な
い
。
そ
し
て
次
に
は
、
先
祖
に
関
す
る
習
俗
や
観
念
に
関
す
る
質
問
項
目
に
す

ぐ
移
っ
て
し
ま
い
、
五
五
の
盆
の
仏
迎
え
の
場
が
墓
地
か
寺
院
か
、
五
六
が
年
忌
と

弔
い
上
げ
の
こ
と
で
あ
り
、
五
七
が
弔
い
上
げ
以
後
の
先
祖
祭
り
で
あ
り
、
五
八
が

先
祖
に
関
す
る
観
念
に
な
り
、
以
後
の
作
物
禁
忌
や
氏
神
祭
祀
な
ど
神
観
念
や
俗
信

に
移
っ
て
い
く
。

　

つ
ま
り
、
質
問
は
衣
食
住
と
い
っ
た
、
第
一
部
の
「
目
に
映
ず
る
資
料
」
か
ら
、

第
三
部
の
「
心
意
感
覚
」
へ
と
柳
田
の
い
う
三
分
類
に
対
応
し
お
り
〔
岩
田　

一
九

九
八　

二
五
六
〜
二
五
七
〕、
衣
食
住
の
住
に
関
連
す
る
出
入
口
と
い
う
家
の
構
造
か

ら
、
家
の
重
要
な
構
成
員
で
も
あ
り
、
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
先
祖
の
祖
霊
化

の
過
程
と
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
先
祖
観
、
氏
神
と
い
っ
た
神
観
念
へ
と
、
こ
の
質

問
項
目
は
続
い
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
臨
終
か
ら
埋
葬
、
忌
明
け

ま
で
の
葬
制
、
と
く
に
儀
礼
や
習
俗
に
関
し
て
問
う
意
図
の
質
問
は
、
山
村
調
査
の

計
画
当
初
に
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
②

　
昭
和
一
〇
年（
一
九
三
五
）の
採
集
手
帖

　

と
こ
ろ
が
、
翌
一
九
三
五
年
の
『
採
集
手
帖
』
に
な
る
と
質
問
項
目
に
変
化
が
起

き
る
。
項
目
の
数
自
体
は
一
〇
〇
項
目
で
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
問

の
入
れ
替
わ
り
や
合
併
、
挿
入
が
起
き
て
い
る
。
そ
れ
で
は
内
容
的
に
葬
制
に
関
連

す
る
質
問
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

五
一　

葬
式
及
び
忌
中
に
関
し
て
特
に
変
わ
っ
た
行
事
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

五
二　

葬
式
の
時
棺
は
ど
の
口
か
ら
だ
し
ま
す
か
。

五
三　

盆
に
仏
様
を
迎
へ
て
来
る
の
は
ど
の
口
か
ら
で
す
か
。

五
四　

盆
の
仏
迎
へ
は
埋
め
た
所
へ
行
き
ま
す
か
、
寺
へ
行
き
ま
す
か
。

五
五　

年
回
を
つ
と
め
る
の
は
何
年
忌
が
最
終
で
す
か
。

　
　
　

其
時
に
墓
は
ど
う
し
ま
す
か
。

　
　
　

そ
れ
か
ら
以
後
は
ど
う
い
う
風
に
し
て
祭
り
ま
す
か
。

五
六　

先
祖
の
祭
り
や
う
が
足
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
心
づ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
か
。

　
　
　

○
ミ
コ
の
口
か
ら
、
夢
に
よ
っ
て
、
又
は
其
他
の
知
ら
せ
な
ど
。

　

ま
ず
前
の
項
目
か
ら
の
つ
な
が
り
を
見
る
と
、
四
九
に
嫁
の
入
口
、
五
〇
に
正
月

の
門
松
は
同
じ
で
あ
り
、
家
の
構
造
か
ら
葬
制
関
連
の
質
問
に
は
い
る
の
は
昭
和
九

年
の
採
集
手
帖
と
同
じ
で
あ
る
が
、
前
年
度
ま
で
な
か
っ
た
、
五
一
の
葬
式
及
び
忌

中
の
行
事
に
関
す
る
質
問
が
新
た
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
新
し
い

質
問
項
目
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
つ
な
が
り
で
あ
る
家
の
構
造
と
は
直
接
に
は
結
び

つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
続
く
の
は
、
五
二
の
葬
式
の
時
の
棺
の
出
口
と
五
三
盆
の
お
迎
え
口
で
あ

り
、
昭
和
九
年
の
採
集
手
帖
の
質
問
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
五
五
に
な
る
と
年
忌

と
弔
い
上
げ
の
質
問
の
な
か
に
、
前
年
度
は
五
七
と
し
て
単
独
の
項
目
で
あ
っ
た
弔

い
上
げ
以
降
の
先
祖
祭
祀
の
項
目
が
下
位
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
先
祖
に
関

す
る
観
念
に
つ
い
て
の
質
問
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
特
に
変
わ
っ

た
忌
中
の
行
事
」
と
し
て
、
主
と
し
て
忌
み
に
関
す
る
葬
儀
習
俗
の
質
問
が
新
規
に

加
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

じ
つ
は
こ
う
し
た
葬
制
を
は
じ
め
と
す
る
人
生
儀
礼
の
調
査
項
目
の
変
化
は
、
誕

生
に
関
し
て
も
同
様
の
事
態
が
起
き
て
い
る
。
昭
和
一
〇
年
の
手
帖
で
は
、「
七
四
、

特
に
変
わ
っ
た
産
屋
の
行
事
が
あ
り
ま
す
か
。」
と
質
問
項
目
が
加
え
ら
れ
て
い
る

が
、
昭
和
九
年
の
段
階
で
は
、
産
屋
に
関
す
る
質
問
、
つ
ま
り
出
産
に
関
す
る
問
い

か
け
は
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
そ
の
質
問
の
位
置
も
上
記
の
五
一
の
葬
制
関
係
の
質
問
以
上
に
脈
絡

が
な
く
、
七
三
は
最
も
信
仰
を
集
め
る
神
仏
に
つ
い
て
で
あ
り
、
七
五
は
病
気
平
癒

の
祈
祷
の
参
拝
先
の
質
問
の
間
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
神
仏
信
仰
の
な
か
に

産
屋
に
つ
い
て
の
質
問
と
落
ち
着
き
の
悪
い
位
置
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
産
屋
と

い
う
産
育
に
つ
い
て
の
質
問
が
昭
和
九
年
の
採
集
手
帖
に
は
特
に
な
い
た
め
、
昭
和

一
〇
年
の
採
集
手
帖
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。



269

［山村調査、海村調査における葬制の位置づけとその目的］……山田慎也

　
③

　
昭
和
一
一
年（
一
九
三
六
）の
採
集
手
帳

　

そ
れ
で
は
最
終
年
度
で
あ
る
昭
和
一
一
年
の
採
集
手
帖
で
は
、
各
項
目
全
体
に
わ

た
っ
て
統
廃
合
が
さ
ら
に
進
み
、
ま
た
そ
れ
そ
れ
の
項
目
の
下
位
の
質
問
文
も
附
属

し
、
ま
た
留
意
点
も
加
わ
る
な
ど
、
か
な
り
詳
細
な
質
問
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
な
か
で
葬
制
に
関
す
る
質
問
を
見
て
い
き
た
い
。

六
三　

葬
式
の
時
棺
は
ど
の
口
か
ら
だ
し
ま
す
か
。

　

○
棺
が
家
を
出
る
と
き
物
を
破
壊
す
る
と
か
、
其
の
他
特
に
変
わ
っ
た
行
事
を
し

ま
せ
ん
か
。

　

○
野
辺
送
り
か
ら
帰
っ
て
来
た
人
は
村
や
家
の
入
口
を
入
る
時
ど
ん
な
作
法
を
す

る
か
承
り
た
し
。

六
四　

忌
中
の
行
事
を
承
り
た
し
。

　

○
忌
み
に
か
か
る
人
の
食
事
を
別
に
し
ま
す
か
。

　

○
棺
を
か
つ
ぐ
人
、
穴
を
掘
る
人
は
ど
ん
な
人
で
す
か
。

　

忌
み
の
晴
れ
る
順
序
は
人
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
り
ま
す
か
。

六
五　

盆
に
仏
様
を
迎
へ
て
来
る
の
は
ど
の
口
か
ら
で
す
か
。

　

○
盆
火
は
ど
こ
で
焚
き
ま
す
か
。

　

○
精
霊
棚
は
ど
こ
に
つ
く
り
ま
す
か
。

六
六　

盆
の
仏
迎
へ
は
埋
め
た
所
へ
行
き
ま
す
か
、
寺
へ
行
き
ま
す
か
。

　

▽
埋
め
た
墓
と
参
る
墓
と
別
な
場
所
は
な
い
か
注
意
す
る
。
サ
ン
マ
イ
、
ラ
ン
ト

ウ
バ
等
墓
地
を
意
味
す
る
言
葉
は
色
々
あ
る
。
そ
れ
は
埋
め
た
墓
か
、
参
る
墓

か
注
意
し
て
見
る
。

　

○
盆
の
仏
迎
へ
に
河
や
海
や
山
へ
行
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

▽
精
霊
様
は
何
処
か
ら
来
る
と
信
じ
て
い
る
か
聞
い
て
み
る
。

六
七　

年
回
を
つ
と
め
る
の
は
何
年
忌
が
最
終
で
す
か
。

　
　
　

其
時
に
墓
は
ど
う
し
ま
す
か
。

　
　
　

そ
れ
か
ら
以
後
は
ど
う
い
う
風
に
し
て
祭
り
ま
す
か
。

六
八　

先
祖
の
祭
り
や
う
が
足
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
心
づ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
か

　

○
ミ
コ
の
口
か
ら
、
夢
に
よ
っ
て
、
又
は
其
他
の
知
ら
せ
な
ど
。

　

▽
先
祖
の
祭
り
を
最
も
丁
寧
に
す
る
の
は
血
縁
の
者
か
家
を
継
い
だ
者
か
。

　

▽
家
屋
敷
を
買
っ
た
人
が
売
っ
た
人
の
先
祖
を
受
け
継
い
で
祀
る
と
云
う
様
な
こ

と
は
な
い
か
。

　

こ
の
昭
和
一
一
年
の
採
集
手
帖
で
は
、
ま
ず
▽
記
号
で
、
質
問
項
目
そ
の
も
の
で

は
な
く
調
査
に
際
し
て
の
留
意
点
が
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
年
の
手
帖
の
大

き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
毎
年
の
調
査
に
よ
る
気
づ
い
た
こ
と
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。

　

全
体
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
六
一
が
正
月
の
門
松
の
位
置
の
質
問
、
六
二
が
花

嫁
の
入
口
と
、
昭
和
九
年
、
昭
和
一
〇
年
の
採
集
手
帖
と
は
、
門
松
の
位
置
と
花
嫁

の
入
口
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
花
嫁
の
入
口
の
次
に
、
六
三
と
し
て
棺
の

出
口
に
な
り
、
六
四
の
忌
中
の
行
事
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
、
昭
和
一
〇
年
の

採
集
手
帖
と
は
異
な
り
、
棺
の
出
口
と
忌
中
の
行
事
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
項
目
間
の
連
関
と
し
て
、
正
月
行
事
を
前
に
出
し
、
花
嫁
の
入
口
か
ら
、

棺
の
出
口
と
し
て
、
婚
姻
、
葬
送
と
人
生
儀
礼
の
つ
な
が
り
か
ら
、
忌
中
の
行
事
に

繋
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。そ
し
て
そ
れ
以
後
の
項
目
は
六
五
の
盆
の
お
迎
え
口
、

六
六
の
盆
の
お
迎
え
先
、
六
七
の
最
終
年
回
、
六
八
の
先
祖
の
祭
り
は
、
質
問
項
目

と
し
て
は
前
年
以
前
と
同
じ
順
番
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
個
々
の
質
問
の
内
容
自
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
六
三
の
棺
の
出
口
に
つ
い
て
も
、
出
棺
に
関
す
る

一
番
目
の
小
項
目
と
し
て
、
茶
碗
を
割
っ
た
り
、
ガ
ン
モ
ド
シ
的
な
も
の
を
期
待
し

て
の
質
問
で
あ
り
、
二
番
目
の
小
項
目
は
、
出
棺
で
は
な
く
埋
葬
か
ら
帰
っ
て
き
た

と
き
の
野
帰
り
の
作
法
に
つ
い
て
の
質
問
で
あ
り
、
出
棺
に
つ
い
て
の
質
問
か
ら
さ

ら
に
関
連
す
る
習
俗
に
関
す
る
質
問
に
広
が
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
六
四
の
忌
中
の
行
事
に
つ
い
て
も
、
一
〇
年
の
採
集
手
帖
に
は
「
特
に
変
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わ
っ
た
行
事
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
聞
い
て
い
る
の
に
対
し
、
一
一
年
の
採
集
手
帖

で
は
、
忌
中
の
行
事
を
承
り
た
し
と
、
特
別
な
作
法
に
限
定
せ
ず
、
一
般
的
な
内
容

（
調
査
者
に
と
っ
て
も
）
を
採
集
す
る
よ
う
な
質
問
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
番

目
の
小
項
目
は
別
火
の
習
慣
に
つ
い
て
、
第
二
番
目
は
忌
み
の
か
か
る
作
業
、
棺
担

ぎ
、
墓
穴
掘
り
の
担
当
者
に
つ
い
て
の
質
問
で
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
形
で
忌
み
の
晴

れ
る
順
序
に
つ
い
て
て
聞
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
忌
中
の
行
事
と
し
て
忌
中
の
具
体

的
な
あ
り
方
、
ま
た
忌
明
け
の
問
題
に
つ
い
て
の
質
問
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
盆
の
お
迎
え
口
も
、
単
に
家
の
入
り
口
だ
け
で
な
く
、
迎
え
火
な
ど
の
盆
火

の
焚
く
場
所
、
精
霊
棚
の
位
置
な
ど
、
死
者
を
迎
え
る
作
法
の
多
様
性
に
つ
い
て
の

質
問
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
六
六
で
は
、
盆
の
仏
迎
え
の
場
所
に
つ
い
て
の

質
問
で
、
質
問
の
留
意
点
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
の
有
無
に
つ
い
て
注
意
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
柳
田
の
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
で
指
摘
さ
れ
た

「
葬
地
」
と
「
祭
地
」
と
し
た
二
種
類
の
墓
地
を
、
大
間
知
篤
三
が
「
両
墓
制
」
と

呼
び
『
山
村
生
活
調
査
第
二
回
報
告
書
』
で
「
両
墓
制
の
資
料
」
と
し
て
報
告
し
て

い
る
よ
う
に
〔
大
間
知　

一
九
八
四
（
一
九
三
六
〕）、「
両
墓
制
」
と
い
う
研
究
課
題

の
発
見
で
も
あ
っ
た
〔
福
田　

一
九
八
四　

一
八
〜
一
九
〕。

四　

報
告
さ
れ
た
採
集
手
帖

　

上
記
の
よ
う
に
、
年
々
の
質
問
項
目
が
積
極
的
に
変
わ
っ
て
い
く
の
は
、
毎
年
の

調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
柳
田
を
中
心
に
報
告
議
論
し
て
い
く
な

か
で
、
次
の
調
査
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
質
問
項
目
を
積
極
的
に
変
更
し
て
い
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
報
告
の
も
と
と
な
っ
た
、
柳
田
に
提
出
さ
れ
た
当
時

の
採
集
手
帖
が
、
柳
田
文
庫
と
し
て
現
在
、
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
に
保
存
さ
れ

て
い
る
。
採
集
手
帖
を
見
る
と
、
き
れ
い
に
整
理
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
関
敬

吾
に
よ
る
と
、
調
査
で
は
別
に
ノ
ー
ト
を
作
っ
て
、
採
集
手
帖
に
は
清
書
を
し
て
提

出
し
た
と
い
い
〔
成
城
民
俗
学
研
究
所
編　

一
九
八
四　

三
四
六
〕、
調
査
後
に
情
報
が

取
捨
選
択
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
①

　
昭
和
九
年
の
調
査

　

こ
の
年
行
わ
れ
た
採
集
手
帖
を
見
る
と
、
多
く
の
調
査
者
は
そ
れ
ぞ
れ
質
問
項
目

を
満
た
す
の
み
で
あ
っ
た
が
、
な
か
に
は
関
連
す
る
情
報
を
加
え
て
記
入
し
て
い
る

も
の
も
あ
っ
た
。
山
形
県
最
上
郡
安
楽
城
村
を
調
査
し
た
山
口
貞
夫
は
、
五
四
の
棺

の
出
口
に
つ
い
て
の
質
問
の
答
え
と
し
て
、「
国
を
返
さ
ぬ
と
入
っ
て
座
敷
か
ら
直

ち
に
だ
す
。」
の
後
、「
三
日
目
に
出
す
の
が
普
通
。
友
引
の
日
な
る
と
き
は
二
日
目
。

棺
を
出
す
ま
で
通
夜
を
す
る
。
耳
塞
餅
と
い
う
こ
と
あ
り
。
同
年
者
の
死
を
聞
く
と

餅
を
つ
き
耳
に
当
て
て
か
ら
河
へ
流
す
。
自
分
の
村
よ
り
川
上
の
も
の
だ
け
に
就
い

て
よ
く
す
る
と
。
午
前
中
に
出
棺
す
る
と
魔
に
合
う
と
て
多
く
夕
刻
。」
と
友
引
な

ど
の
葬
儀
を
忌
む
日
、
ま
た
同
齢
の
忌
避
で
あ
る
耳
塞
ぎ
餅
に
つ
い
て
も
記
述
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
形
式
で
千
葉
県
君
津
郡
亀
山
村
を
調
査
し
た
瀬
川
清
子
の
手
帖
に

は
、
棺
の
出
口
の
他
、
葬
式
組
で
あ
る
「
地
名
（
ジ
ミ
ョ
ウ
）」
と
そ
の
作
業
、
三

枚
芝
を
積
む
埋
葬
の
慣
習
な
ど
の
情
報
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
長
野
県
更
級
郡
信
級

村
の
守
随
一
の
場
合
に
は
、
棺
の
出
口
の
他
、
湯
灌
と
納
棺
、
葬
列
の
役
付
け
（
役

よ
び
）
と
そ
の
順
序
、
墓
で
の
儀
礼
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
高
知
県
高
岡

郡
檮
原
村
の
橋
浦
泰
雄
の
報
告
も
、
棺
の
出
口
の
他
、
出
棺
の
時
の
儀
礼
や
埋
葬
か

ら
帰
っ
て
き
た
と
き
の
作
法
、
行
列
の
習
俗
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
デ
ー
タ
を
付

加
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
付
加
的
な
情
報
は
、
質
問
の
回
答
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
山
梨

県
東
八
代
郡
中
蘆
川
村
を
調
査
し
た
金
城
朝
永
は
、
棺
の
出
口
の
回
答
と
し
て
「
大

戸
を
外
し
て
出
す
」
と
記
し
た
あ
と
、「
参
考
」
と
添
え
書
き
し
て
「
身
内
の
者
に

は
「
四
十
九
餅
」
を
配
り
、
客
に
は
昆
布
、
油
揚
げ
、
ひ
じ
き
等
を
振
る
舞
う
」
な

ど
と
記
載
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
茨
城
県
茨
城
県
多
賀
郡
高
岡
村
を
調
査
を
し
た
大
間
知
篤
三

と
和
歌
山
県
日
高
郡
上
山
路
村
を
調
査
し
た
倉
田
一
郎
の
採
集
手
帖
は
、
棺
の
出
口

の
部
分
に
、
詳
細
に
葬
制
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
特
に
大
間
知
篤
三
は
他
の
項
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目
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
連
す
る
事
項
を
箇
条
書
き
に
し
て
か
な
り
詳
し

く
大
量
に
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
広
が
り
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

五
四　

葬
式
の
時
棺
を
ど
の
口
か
ら
出
し
ま
す
か
。

・
み
な
座
敷
の
表
口

・
ド
ッ
タ
リ
が
出
る
。
シ

（
マ
マ
）キ

ャ
ク
は
従
兄
弟
の
子
位
ま
で
へ
行
く
。

・
猫
に
つ
か
れ
ぬ
た
め
、
土
間
を
掃
く
箒
を
死
人
の
上
へ
載
せ
る
。
古
い
も
の
で
も

か
ま
わ
ぬ
。

・
ホ
ト
ケ
マ
ブ
リ　

通
夜

・
ト
リ
シ
マ
イ　

自
家
の
葬
儀
の
場
合
使
う
。「
幾
日
ト
リ
シ
マ
イ
だ
」
と
か
い
う
。

シ
ウ
ト
シ
マ
イ
舅
姑
の
葬
儀
。

・
棺
は
近
頃
ネ
セ
棺
。
古
く
は
タ
テ
棺
。

・
死
人
の
足
袋
へ
六
厘
入
れ
、
草
鞋
を
は
か
す
。
ウ
ツ
ギ
杖
。
生
き
人
間
は
ウ
ツ
ギ

杖
を
持
た
ず
。

・
ミ
ミ
フ
サ
ギ
モ
チ
。
同
性
同
年
齢
の
知
人
の
死
を
聞
く
と
フ
ク
デ
二
つ
耳
へ
当
て

て
河
へ
流
す
。
自
分
の
死
を
逃
れ
る
た
め
だ
と
い
う
。
正
月
十
四
日
ウ
ラ
餅
を
つ

い
て
直
ぐ
二
つ
丸
め
耳
へ
あ
て
て
「
良
い
こ
と
聞
け
聞
け
」
と
い
う
風
大
能
に
も

あ
り
。

・
妊
婦
が
火
災
を
見
る
と
子
に
赤
ア
ザ
。
死
人
を
見
る
と
黒
ア
ザ
が
出
来
る
と
い
う
。

懐
中
に
カ
ネ
の
鏡
を
入
れ
て
会
う
と
そ
う
な
ら
ぬ
と
い
う
。

・
家
の
前
庭
に
青
竹
二
本
を
立
て
、
シ
ャ
ボ
ー
（
ジ
ャ
ン
ボ
ー
）
は
三
回
ま
わ
っ
て

出
発
す
。

・
ザ
ル
コ
ロ
バ
シ
。
メ
カ
イ
コ
ロ
ガ
シ
。
出
棺
直
後
棺
を
置
い
て
あ
っ
た
場
所
か
ら

縁
先
ま
で
こ
ろ
が
し
て
箒
で
掃
く
。
仏
が
帰
ら
ぬ
と
い
う
。

・
四
十
九
の
餅
。
葬
儀
当
日
寺
へ
。
三
升
で
作
る
。
平
常
三
升
餅
を
作
る
こ
と
を
忌
む
。

亡
者
が
針
の
山
を
超
す
時
足
の
裏
へ
つ
け
る
の
だ
と
い
う
。

・
キ
リ
ミ
ゼ
ン
。
横
向
膳
。
中
戸
川
に
十
月
二
十
日
の
エ
ビ
ス
コ
ー
に
こ
れ
で
供
え

る
家
あ
り
。

・
ヒ
ニ
マ
ジ
ル
、
ブ
ク
ニ
マ
ジ
ル
。
不
幸
の
家
で
飲
食
す
る
と
七
日
間
は
「
ブ
ク
だ

か
ら
宮
に
い
け
ぬ
」

・
七
日
目
が
ヒ
ア
キ
。　

不
幸
の
家
で
は
五
十
日
間
忌
み
、
神
社
へ
行
け
ぬ
。
但
し

家
の
荒
神
様
は
忌
み
に
一
寸
も
関
係
な
く
、
毎
朝
水
を
あ
げ
る
。
台
所
の
戸
棚
の

中
や
大
黒
柱
に
祀
っ
て
あ
る
。
神
体
の
全
然
な
い
場
合
も
多
い
。

・
祝
い
の
時
は
勿
論
、
不
幸
に
も
赤
飯
は
作
る
。
但
し
不
幸
の
時
は
赤
飯
は
一
杯
で

あ
と
は
白
い
飯
。

・
八
十
才
以
上
に
も
な
っ
て
死
ん
だ
時
は
、
む
し
ろ
祝
い
に
近
く
マ
キ
モ
チ
ま
で
す
る
。

・
二
才
ま
で
の
嬰
児
が
死
ぬ
と
付
近
の
女
性
だ
け
で
悔
や
み
を
し
て
床
下
に
埋
め
る
。

・
棺
担
ぎ
四
人
。
穴
を
掘
る
。
坪
内
輪
番
。
親
戚
は
免
れ
る
。
女
房
妊
娠
し
て
い
れ

ば
免
れ
る
。
子
供
が
十
二
ヶ
月
腹
に
い
る
と
い
う
。
死
ん
だ
馬
（
ソ
マ
）
も
担
が

せ
な
い
。
む
か
し
は
そ
の
礼
に
足
袋
一
足
で
あ
っ
た
。
近
頃
は
反
物
一
反
、
そ
れ

を
肩
に
お
い
て
棺
を
担
ぐ
。
幡
旗
も
そ
れ
に
や
る
。

・
田
植
の
夢
を
見
る
と
二
三
日
中
に
死
人
の
通
知
を
受
け
る
。

・
ジ
ゴ
ク
ノ
カ
ネ
ツ
キ
。
ツ
ー
ン
、
カ
ー
ン
と
鳴
き
合
う
。
松
岡
村
で
は
こ
れ
が
鳴

く
と
死
人
が
出
る
と
い
う
。

・
不
幸
の
時
の
団
子
だ
け
は
一
つ
宛
丸
め
る
。
不
幸
の
時
の
オ
カ
チ
ン
は
草
鞋
と
下

駄
。
片
方
宛
で
つ
く
。

・
五
月
中
に
田
植
え
を
す
る
と
仏
様
の
食
べ
物
に
な
る
（
死
人
が
出
る
）（
？
）

・
ウ
ネ
ハ
ズ
シ
。
一
部
分
種
子
を
播
き
忘
れ
る
こ
と
。
食
わ
ぬ
人
が
出
る
。
見
つ
け

る
と
直
ぐ
播
き
加
え
る
。

・
フ
ジ
ク
に
仕
事
を
す
る
と
食
べ
な
い
人
が
出
る
。
正
月
は
子
の
日
、
二
月
は
午
の

日
。
三
月
は
酉
の
日
、
四
月
は
子
の
日
、
五
月
は
午
の
日
、
六
月
は
酉
・・・・・・
。

・
昔
は
家
に
死
人
が
あ
る
と
年
内
機
は
織
ら
な
か
っ
た
。
機
の
先
の
糸
を
巻
い
て
あ

る
木
を
マ
ネ
ギ
と
い
い
、
死
人
を
招
き
返
す
か
ら
だ
と
い
う
。
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以
上
が
棺
の
出
口
に
対
す
る
大
間
知
の
記
述
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
葬
儀
の
通

知
か
ら
、
通
夜
、
埋
葬
、
異
常
死
者
、
葬
儀
の
俗
信
な
ど
臨
終
か
ら
死
後
の
供
養
ま

で
葬
制
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
記
載
さ
れ
、
調
査
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
と

し
て
は
十
分
な
デ
ー
タ
で
あ
り
、
そ
の
調
査
技
量
が
う
か
が
え
る
手
帖
で
あ
る
。

　

同
様
に
倉
田
一
郎
も
以
下
の
よ
う
な
ノ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。

五
四　

葬
式
の
時
棺
を
ど
の
口
か
ら
出
し
ま
す
か
。

・
人
死
ね
ば
、
近
所
、
親
戚
、
大
工
な
ど
集
ま
り
、
柩
（
ガ
ン
）
を
作
り
診
断
書
を

と
り
、
死
亡
届
、
寺
へ
の
式
日
の
通
知
、
ア
ナ
ホ
リ
（
イ
ケ
ホ
リ
）
な
ど
す
る
。

遠
方
へ
の
通
知
は
、
昼
な
ら
一
人
、
夜
の
山
越
え
な
ら
二
，
三
人
の
ヒ
キ
ャ
ク
※
。

死
人
は
小
枕
、
マ
ク
ラ
ヤ
ノ
メ
シ
を
供
え
、
刃
物
を
マ
ヨ
ケ
と
し
て
フ
ト
ン
の
上

へ
載
せ
る
。（
ア
ク
マ
ハ
ラ
イ
と
か
）。
死
人
の
着
物
は
白
木
綿
の
テ
サ
シ
、
キ
ャ

ハ
ン
、
ズ
ダ
袋
、
ス
ミ
ズ
キ
ン
、
キ
モ
ノ
（
無
襟
、
糸
の
端
を
結
ば
ず
）
な
ど
女

が
縫
う
。
ロ
ク
ド
ー
セ
ン
と
て
、
一
厘
銭
六
枚
を
ズ
ダ
袋
へ
。
お
通
夜
、
念
仏
。

翌
朝
納
棺
。
仏
間
で
湯
灌
。
棺
に
藁
を
し
き
前
述
の
着
物
な
ど
を
き
せ
る
。
ヨ
メ
、

兄
弟
の
役
。
死
人
の
子
は
松
明
か
ろ
う
そ
く
を
あ
か
し
て
入
棺
を
た
す
け
る
。
死

人
の
子
、
又
は
未
亡
人
が
鋏
で
爪
を
切
り
、
棺
の
中
へ
、
蓋
の
上
に
ガ
ン
ガ
サ
を

載
せ
、
仏
前
に
安
置
。
納
棺
を
シ
タ
ン
メ
と
い
う
。
神
封
じ
を
、
高
神
の
小
祠
へ
、

他
人
の
手
で
白
紙
の
封
を
か
け
る
。
ガ
ン
モ
ド
シ
と
て
か
ね
て
の
立
願
を
解
く
た

め
、
白
半
紙
に
米
、
塩
、
□
□
、
小
□
を
包
み
、
家
の
セ
ド
か
ら
表
側
へ
ほ
り
こ

え
さ
す
。
こ
れ
ら
は
死
ん
で
す
ぐ
や
る
。

・
そ
れ
か
ら
葬
式
。
仏
間
で
。
和
尚
が
読
経
前
に
剃
刀
を
棺
の
方
に
つ
き
つ
け
て
香

剃
の
型
を
や
り
読
経
。
次
に
仏
前
又
は
庭
前
に
て
（
墓
前
と
の
□
事
あ
り
）
引
導

を
渡
す
。
和
尚
、
家
の
主
要
道
具
（
例
え
ば
鍬
）
を
手
に
持
っ
て
引
導
を
渡
す
と

そ
れ
を
円
を
描
く
よ
う
に
動
か
し
、
喝
（
口
に
出
る
）
！
と
か
喝
と
か
い
い
、
棺

の
方
に
な
げ
つ
け
る
。
葬
列
は
坊
主
と
人
頭
に
棺
か
つ
ぎ
（
カ
ル
メ
と
か
）
が
棺

を
担
い
で
。
カ
ル
メ
と
は
、
死
者
が
男
性
老
人
と
す
れ
ば
、
そ
の
娘
の
嫁
ぎ
先
の

婿
が
や
る
。
次
に
相
続
人
が
位
牌
を
、
未
亡
人
が
天
蓋
を
棺
の
上
へ
差
し
掛
け
、

相
続
人
の
妻
が
マ
ク
ラ
ヤ
ノ
メ
シ
を
持
ち
、死
人
の
子
ら
が
年
の
順
に
四
人
だ
け
、

仏
諸
行
無
常
、
法
是
生
滅
法
、
僧
生
滅
滅
已
、
宝
寂
滅
為
楽
を
そ
れ
ぞ
れ
か
い
た

四
本
の
幡
を
も
ち
、
死
人
の
兄
弟
姉
妹
は
灯
籠
（
提
灯
と
も
言
う
）
を
二
個
も
ち

ゆ
く
。
次
に
三
等
親
以
上
の
人
が
木
製
鍬
を
も
ち
、
ソ
ト
バ
、
花
立
て
、
水
桶
な

ど
適
宜
の
人
が
持
ち
、
会
葬
者
が
後
に
続
く
。

・
三
日
目
を
ミ
ッ
カ
ノ
シ
ア
ゲ
、
寺
詣
り
と
墓
参
。
七
日
目
を
ヒ
ト
ナ
ヌ
カ
、
十
四

日
目
を
フ
タ
ナ
ヌ
カ
、
二
十
一
日
目
を
ミ
ナ
ヌ
カ
、
四
十
九
日
目
を
尽
七
日
忌
。

二
十
一
日
目
ま
で
家
族
の
み
の
参
り
。
四
十
九
日
目
は
濃
い
親
戚
を
よ
び
仏
間
で

読
経
。
墓
前
で
も
読
経
。

　

絵
図　

三
段
幕
、
マ
ク
ラ
ヤ
ノ
メ
シ
、
ハ
タ
、
ト
ー
ロ
ー
、
引
導
渡
し
の
図

※
丹
生
川
で
は
一
人
で
ヒ
キ
ャ
ク
に
行
く
な
二
人
で
い
け
と
い
う
。

　

倉
田
の
場
合
に
も
、
臨
終
か
ら
四
十
九
日
ま
で
の
葬
儀
の
過
程
の
詳
細
な
記
述
だ

け
で
は
な
く
、
三
段
幕
、
マ
ク
ラ
ヤ
ノ
メ
シ
、
ハ
タ
、
ト
ー
ロ
ー
、
引
導
渡
し
の
図

な
ど
の
絵
図
も
書
き
添
え
ら
れ
て
お
り
、
大
間
知
同
様
、
そ
の
調
査
の
詳
し
い
さ
ま

が
う
か
が
え
る
。

　

一
方
で
こ
う
し
た
調
査
に
対
し
、
葬
制
研
究
に
も
大
き
な
業
績
を
残
し
、
後
に
は

『
詣
り
墓
』〔
一
九
八
〇
、
名
著
出
版
〕『
霊
魂
の
行
方
』〔
一
九
八
四
、
名
著
出
版
〕
な

ど
を
刊
行
し
て
い
る
最
上
孝
敬
は
、
長
野
県
上
伊
那
郡
美
和
村
と
三
重
県
飯
南
郡
森

村
の
調
査
を
し
て
い
る
が
、
五
四
の
棺
の
出
口
の
質
問
に
対
し
て
は
、
単
純
に
そ
の

回
答
だ
け
し
か
手
帖
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
の
調
査
で
は
そ
れ
だ
け
で

あ
っ
た
の
か
、
葬
制
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
聞
き
取
り
は
し
て
も
、
他
の
ノ
ー
ト
に

書
き
留
め
て
あ
る
か
は
、
採
集
手
帖
か
ら
は
判
断
が
つ
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
昭

和
九
年
の
調
査
段
階
で
は
、
棺
の
出
口
以
上
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
、
調
査
を

行
っ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
の
間
で
は
共
有
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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②

　
昭
和
一
〇
年
の
調
査

　

と
こ
ろ
が
翌
一
〇
年
の
採
集
手
帖
に
は
、
質
問
項
目
と
し
て
「
五
一　

葬
式
及
び

忌
中
に
関
し
て
特
に
変
わ
っ
た
行
事
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
り
、
各
人
の
調
査
は
以
下
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
ほ
と
ん
ど
の
調
査

者
が
、
こ
の
項
目
に
回
答
を
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
詳
し
く
葬
送

儀
礼
、
と
く
に
忌
み
の
習
俗
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
の
通
り
で

あ
っ
た
。

・
相
応
に
デ
ー
タ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

　
　

岩
手
県
九
戸
郡
山
形
村　

　
　

大
間
知
篤
三

　
　

宮
城
県
伊
具
郡
筆
甫
村　

　
　

橋
浦
泰
雄

　
　

栃
木
県
安
蘇
郡
野
上
村　

　
　

倉
田
一
郎

　
　

新
潟
県
東
蒲
原
郡
東
川
村　

　

最
上
孝
敬

　
　

愛
知
県
北
設
楽
郡
振
草
村　

　

瀬
川
清
子　

松
岡
か
つ
み

　
　

鳥
取
県
東
伯
郡
小
鹿
村　

　
　

山
口
貞
雄

　
　

島
根
県
仁
多
郡
八
川
村　

　
　

杉
浦
健
一

　
　

佐
賀
県
東
松
浦
郡
厳
木
村　

　

橋
浦
泰
雄

　
　

長
崎
県
南
松
浦
郡
久
賀
島
村　

瀬
川
清
子

・
記
載
は
さ
れ
て
い
る
が
あ
ま
り
詳
し
く
は
な
い
も
の

　
　

岐
阜
県
揖
斐
郡
徳
山
村　

　
　

桜
田
勝
徳

　
　

滋
賀
県
愛
知
郡
東
小
椋
村　

　

関
敬
吾

　
　

大
阪
府
泉
南
郡
西
葛
城
村　

　

織
戸
建
造

・
全
く
記
述
が
な
い
の
も
の

　
　

静
岡
県
賀
茂
郡
中
川
村　

　
　

佐
々
木
彦
一
郎

　
　

大
阪
府
泉
南
郡
東
信
達
村　

　

山
口
康
雄

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
質
問
項
目
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
当
然
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
が
忌
み
の
過
程
や
内
容
な
ど
何
ら
か
の
葬
儀
慣
習
に
つ
い
て
記
述
し
て
お

り
、
二
年
目
に
し
て
山
村
調
査
で
、
葬
制
自
体
を
調
査
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
逆
を
い
え
ば
、
調
査
当
初
の
段
階
で
は
、
儀
礼
な
ど
の
葬
制
自
体
は
意
図

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
よ
っ
て
調
査
者
は
基
本
的
に
は
葬
制
の

回
答
を
収
集
す
る
こ
と
を
必
須
と
は
捉
え
て
お
ら
ず
、
昭
和
九
年
の
段
階
で
は
、
調

査
者
の
任
意
で
情
報
が
付
加
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
二
年
目
の
昭
和

一
〇
年
の
調
査
で
は
、
上
記
の
よ
う
に
最
上
孝
敬
や
瀬
川
清
子
な
ど
詳
細
に
報
告
す

る
調
査
者
が
増
え
て
い
っ
た
。

　
③

　
昭
和
一
一
年
の
調
査

　

こ
う
し
て
一
一
年
の
調
査
に
な
る
と
、
ほ
ぼ
全
員
が
調
査
項
目
を
記
す
よ
う
に
な

る
と
と
も
に
、
質
問
が
詳
細
に
な
り
、
忌
み
の
問
題
と
食
べ
物
の
関
係
、
葬
儀
の
役

割
、
ま
た
葬
儀
後
の
忌
明
け
の
過
程
な
ど
、
調
査
者
が
あ
る
程
度
共
通
の
事
項
を
収

集
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
調
査
項
目
と
し
て
調
査
者
の
間
で
共
有

さ
れ
て
き
た
証
左
と
も
考
え
ら
れ
る
。

五　

山
村
調
査
の
中
間
報
告
と
最
終
報
告

　

山
村
調
査
は
そ
の
中
間
報
告
と
し
て
、
一
九
三
四
年
の
調
査
が
終
わ
っ
た
一
九
三

五
年
三
月
に
『
山
村
生
活
調
査
第
一
回
報
告
書
』、
二
年
目
の
調
査
を
終
え
た
一
九

三
五
年
三
月
に
『
山
村
調
査
報
告
第
二
回
報
告
書
』
が
発
行
さ
れ
た
。『
第
一
回
報

告
書
』
で
、
柳
田
は
調
査
目
的
を
「
村
が
一
個
の
有
機
体
と
し
て
命
長
く
生
き
て
き

た
生
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
に
在
っ
た
」
と
し
て
、
調
査
に
お
け
る
「
顕
著

な
事
項
」
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。〔
柳
田　

一
九
八
四
（
一
九

三
五
）　

一
〕。

　
『
第
一
回
報
告
書
』
で
は
、
葬
制
に
関
す
る
報
告
は
な
い
が
、『
第
二
回
報
告
』
で

は
、
大
間
知
篤
三
に
よ
っ
て
「
両
墓
制
の
資
料
」
と
題
す
る
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る

〔
大
間
知　

一
九
八
四
（
一
九
三
五
）〕。
こ
れ
は
民
俗
研
究
に
お
い
て
、
以
後
大
き
な

課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
り
、
大
間

知
が
研
究
史
上
は
じ
め
て
埋
葬
地
と
石
塔
建
立
地
の
異
な
る
墓
制
に
つ
い
て
「
両
墓

制
」
と
称
し
た
報
告
で
あ
っ
た
〔
新
谷　

一
九
九
一　

三
〕。
こ
う
し
た
大
間
知
の
葬
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制
に
関
す
る
関
心
は
墓
制
だ
け
で
な
く
、
葬
送
儀
礼
な
ど
葬
制
に
関
す
る
事
項
も
最

も
充
実
し
た
調
査
を
し
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
大
間
知
の
積

極
的
な
姿
勢
が
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
山
村
調
査
の
最
終
的
、総
合
的
な
報
告
書
と
し
て『
山
村
生
活
の
研
究
』〔
柳

田
国
男
編
〕
が
一
九
三
八
年
に
刊
行
さ
れ
る
。
上
記
の
二
冊
の
報
告
書
が
、
そ
れ
ぞ

れ
顕
著
な
事
項
と
し
て
特
徴
的
な
課
題
を
取
り
上
げ
た
の
に
対
し
、『
山
村
生
活
の

研
究
』
は
、
採
集
手
帖
の
一
〇
〇
項
目
を
順
番
に
六
五
課
題
に
ま
と
め
て
報
告
さ
れ

て
い
る
。
調
査
を
し
た
同
人
達
が
一
定
の
ま
と
ま
り
毎
に
課
題
を
担
当
し
て
お
り
、

杉
浦
健
一
に
よ
っ
て
、四
〇
「
家
屋
敷
の
出
入
口
」、四
一
「
葬
送
儀
式
」、四
二
「
死

後
の
供
養
」、
四
三
「
先
祖
祭
」、
四
四
「
同
族
神
」、
四
五
「
屋
敷
神
」
と
報
告
さ

れ
て
い
る
〔
柳
田
編　

一
九
七
五
（
一
九
三
八
）　

三
五
五
〜
三
八
五
〕。
こ
こ
で
は
、

ほ
ぼ
葬
送
儀
式
か
ら
先
祖
祭
ま
で
が
葬
制
に
関
す
る
項
目
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
四
一
の
葬
送
儀
式
は
、
質
問
項
目
で
は
一
九
三
五
年
か
ら
入
っ
た
忌
中

行
事
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
葬
送
儀
式
の
報
告
は
、
⑴ 

葬

式
と
村
、
⑵ 

葬
式
と
食
物
、
⑶ 

忌
み
あ
け
と
い
う
節
に
分
か
れ
て
お
り
、
⑴ 

葬

式
と
村
は
、
葬
式
組
の
構
造
と
棺
担
ぎ
、
墓
掘
り
な
ど
そ
の
担
う
作
業
に
つ
い
て
ま

と
め
ら
れ
、
⑵ 

葬
式
と
食
物
は
、
死
者
へ
の
供
物
、
忌
み
の
か
か
る
親
族
の
別
火

や
忌
明
け
の
食
事
な
ど
を
分
析
し
、
⑶ 

忌
み
あ
け
は
、
忌
明
け
の
期
間
と
そ
の
儀

礼
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
四
二
死
後
の
供
養
は
、
盆
の
仏
迎
え
の
場
所
に
つ

い
て
の
整
理
と
そ
れ
に
伴
う
儀
礼
、
さ
ら
に
年
回
の
年
限
と
弔
い
上
げ
の
儀
礼
に
つ

い
て
の
報
告
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
葬
儀
後
の
祖
霊
化
の
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。

さ
ら
に
四
三
の
先
祖
祭
は
、
先
祖
観
に
つ
い
て
、
夢
や
託
宣
な
ど
の
質
問
に
基
づ
い

た
分
析
で
あ
る
。

　

以
上
、
四
一
の
葬
送
儀
式
は
、
一
九
三
四
年
の
調
査
当
初
に
は
こ
れ
に
関
す
る
質

問
項
目
が
な
く
、
昭
和
一
〇
年
の
調
査
か
ら
挿
入
さ
れ
た
質
問
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
調
査
開
始
時
点
で
は
葬
儀
か
ら
忌
明

け
ま
で
の
葬
制
の
調
査
は
想
定
さ
れ
て
ら
お
ず
、
調
査
過
程
に
お
い
て
課
題
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
と
が
、
こ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
最
終
的

な
報
告
と
し
て
、
葬
送
儀
式
が
入
っ
た
こ
と
で
、
完
全
に
葬
制
が
山
村
調
査
に
組
み

込
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

六　

海
村
調
査
に
お
け
る
葬
制
と
位
置
づ
け

　

こ
う
し
た
山
村
調
査
に
お
け
る
調
査
課
題
の
変
化
は
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
海
村

調
査
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
海
村
調
査
は
「
離
島

及
び
沿
海
諸
村
に
お
け
る
郷
党
生
活
の
調
査
」
と
い
い
、
一
九
三
七
年
五
月
か
ら
開

始
さ
れ
た
た
が
、
日
中
戦
争
が
次
第
に
激
化
し
て
い
っ
た
た
め
、
日
本
学
術
振
興
会

の
補
助
が
二
年
目
で
打
ち
切
ら
れ
、
一
九
三
九
年
四
月
ま
で
の
三
〇
ヶ
所
の
調
査
を

も
っ
て
終
了
し
た
〔
柳
田
編　

一
九
七
五
（
一
九
四
九
）　

四
三
五
〕。
こ
の
場
合
も
山

村
調
査
と
同
様
『
沿
海
地
方
様
採
集
手
帳
』
を
つ
く
り
調
査
に
当
た
っ
た
。

　

調
査
項
目
は
一
〇
〇
項
目
を
選
定
し
、
一
番
は
村
の
起
り
で
一
〇
〇
番
は
仕
合
わ

せ
な
家
と
山
村
調
査
の
形
態
を
踏
襲
し
て
い
る
。海
村
に
合
わ
せ
た
項
目
も
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
共
有
す
る
部
分
も
か
な
り
あ
り
、
引
き
継
い
で
い
る
も
の
も
多
い
。

　

中
間
の
項
目
で
、
四
四
嫁
入
・
初
婿
入
、
四
五
遠
方
縁
組
、
四
六
産
屋
・
産
の
忌
、

四
七
初
宮
詣
。
幼
児
葬
送
、
四
八
子
供
組
、
四
九
主
婦
権
・
女
の
私
財
、
五
〇
年
祝
、

五
一
同
齢
習
俗
、
五
二
枕
飯
・
別
飯
・
香
典
、
五
三
死
忌
、
五
四
墓
の
種
類
、
五
五

先
祖
祭
り
、
五
六
小
屋
・
屋
敷
神
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
葬
制
に
関
す
る
質
問
項

目
を
見
て
み
た
い
。

　

五
一　

誕
生
・
婚
姻
・
年
祝
・
葬
式
等
に
は
同
齢
者
間
に
何
か
関
わ
り
が
あ
り
ま

す
か
。

　
　

同
齢
者
故
に
、
祝
ひ
や
弔
ひ
に
参
加
せ
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
あ
る
か
。

　
　

同
齢
者
の
死
を
聞
い
て
、
耳
塞
ぎ
等
と
い
ふ
こ
と
を
し
な
い
か
。

　

五
二　

死
亡
直
後
に
炊
く
飯
に
関
す
る
作
法
。
そ
の
始
末
。
別
れ
飯
を
食
べ
る
範

囲
。
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一
般
村
人
も
葬
家
で
飲
食
す
る
か
。
埋
葬
役
や
湯
灌
役
は
特
別
の
饗
応
を
受
け

る
か
。

　
　

葬
儀
に
お
い
て
村
人
の
手
伝
ふ
こ
と
。香
典
は
親
戚
と
一
般
と
で
ど
ふ
違
ふ
か
。

　

五
三　

忌
中
の
行
事
。
忌
が
か
り
の
者
の
つ
ゝ
し
む
べ
き
事
は
何
で
せ
う
か
。

　
　

火
を
別
に
す
る
か
。
妻
や
嫁
に
も
忌
が
か
か
る
か
。
嫁
の
実
家
の
不
幸
の
場
合
。

　
　

忌
晴
れ
の
順
序
は
血
縁
の
親
疎
に
よ
る
か
。
忌
晴
れ
の
行
事
。

　

五
四　

以
前
の
埋
葬
地
。
墓
石
を
建
て
る
場
所
や
時
機
に
関
し
て
承
り
た
い
。

　
　

旅
先
の
死
者
、
水
死
人
等
の
墓
は
何
所
に
築
く
か
。

　
　

最
終
年
回
は
何
時
か
。
そ
の
時
に
位
牌
や
墓
は
ど
う
す
る
か
。

　

五
五　

先
祖
の
祀
り
や
う
が
足
ら
ぬ
と
心
づ
く
の
は
、
ど
ん
な
場
合
で
せ
う
か
。

　
　

巫
女
や
夢
に
よ
る
以
外
、
ど
ん
な
徴
候
で
知
り
、
さ
う
し
た
場
合
に
は
ど
う
し

て
祀
る
か
。

　
　

家
屋
敷
な
ど
を
買
っ
た
者
は
、
前
の
持
主
の
た
め
に
祭
を
時
々
す
る
か
。

　

海
村
調
査
で
は
、
ま
ず
五
一
は
同
齢
感
覚
の
質
問
か
ら
、
葬
制
関
連
に
移
っ
て
い

く
。
そ
し
て
五
二
は
食
物
と
忌
み
の
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
に
村
と
親
族
と
の
相
互
関

係
に
つ
い
て
の
質
問
も
加
味
さ
れ
て
お
り
、
山
村
調
査
の
一
九
三
六
年
の
質
問
項
目

で
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
五
三
は
忌
中
の
行
事
と
し
て
と
く
に
忌
み
の
か
か
る

範
囲
と
忌
明
け
に
つ
い
て
の
質
問
で
あ
り
、
婚
入
者
と
実
家
と
の
関
係
を
聞
い
て
い

る
。
五
四
は
墓
制
と
死
後
の
供
養
を
合
わ
せ
た
質
問
で
あ
り
、
墓
の
場
所
を
問
う
こ

と
で
両
墓
制
の
質
問
に
も
対
応
し
て
い
る
。
五
四
は
先
祖
の
観
念
や
屋
敷
先
祖
の
質

問
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
葬
儀
の
過
程
に
合
わ
せ
て
調
査
を
進
め
て
い

く
現
行
の
葬
制
調
査
に
近
づ
い
て
い
る
。

　

一
方
で
、山
村
調
査
で
は
葬
制
の
質
問
の
元
と
な
っ
た
家
の
出
入
り
口
に
つ
い
て
、

五
八
で
「
家
の
出
入
口
の
使
用
法
に
は
、
ど
ん
な
仕
来
り
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
正
月

に
松
を
飾
り
、
盆
に
仏
を
迎
え
る
入
口
、
嫁
の
入
口
、
棺
の
出
口
。
其
他
土
間
口
か

ら
出
入
り
し
な
い
の
は
、
ど
ん
な
人
で
せ
う
か
。」
と
あ
り
、
か
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
別

の
項
目
と
し
て
四
項
目
に
分
か
れ
て
い
た
部
分
が
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

海
村
調
査
は
人
生
儀
礼
の
質
問
項
目
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
海
村
調
査
の
報
告
書
と
し
て
『
海
村
生
活
の
研
究
』〔
柳
田
国
男　

一
九
七

五
（
一
九
四
九
）〕
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一
〇
成
年
式
、
一
一
若
者

組
・
娘
組
、
一
二
婚
姻
、
一
三
葬
制
と
人
の
一
生
の
順
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
三

葬
制
は
牧
田
茂
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
、
一
葬
式
と
食
物
、
二
忌
中
の
習
俗
、
三
墓
地

と
年
忌
、
四
流
れ
仏
と
、
ほ
ぼ
質
問
項
目
に
そ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
〔
牧
田　

一

九
七
五
（
一
九
四
九
）　

二
五
一
〜
二
七
一
〕、
最
後
の
四
流
れ
仏
の
み
は
海
村
ら
し
い

考
察
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
葬
制
が
調
査
の
対
象
と
し
て
、
村
落
調
査
の
な

か
で
捉
え
ら
れ
、
人
生
儀
礼
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
よ
う
。

七　

人
生
儀
礼
と
葬
制
の
連
関
の
醸
成

　

山
村
調
査
で
は
、
当
初
意
図
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
葬
制
の
調
査
や
人
生
儀
礼
に
お

け
る
葬
制
と
い
う
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
調
査
を
継
続
す
る
過
程
で
次
第
に
醸
成

さ
れ
、
挿
入
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
質
問
項
目
の
変
化
や
調
査
者
の
採
集
手
帖
か

ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
、
民
俗
学
の
資
料
蓄
積
が
図
ら

れ
て
お
り
、
語
彙
集
の
刊
行
と
も
密
接
に
関
係
が
あ
ろ
う
。

　

民
俗
学
の
資
料
と
し
て
は
大
正
期
の
『
郷
土
研
究
』〔
一
九
一
三
年
〜
一
九
一
七
〕

な
ど
民
俗
関
連
雑
誌
や
各
地
方
の
郡
誌
、
町
誌
、
村
誌
な
ど
も
あ
る
が
、
最
も
ま
と

ま
っ
た
か
た
ち
で
の
大
き
な
資
料
報
告
は
、『
旅
と
伝
説
』に
お
け
る
特
集
で
あ
ろ
う
。

『
旅
と
伝
説
』〔
三
元
社
〕の
特
集
企
画
に
よ
っ
て
実
質
的
な
資
料
集
成
の
素
材
と
な
っ

て
い
っ
た
。
一
九
三
三
年
の
六
年
新
年
号
の
「
婚
姻
習
俗
特
集
」、
ま
た
六
年
七
月

号
の
「
誕
生
と
葬
礼
特
集
」
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
全
国
各
地
の
産
育
、
結
婚
、
葬
制
の

民
俗
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、『
旅
と
伝
説
』
の
報
告
で
は
、
必
ず

し
も
柳
田
の
方
法
論
で
あ
る
語
彙
を
中
心
と
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
報
告

の
レ
ベ
ル
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
資
料
の
蓄
積
の
上
で
語
彙
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
一
九
三
五
年

『
産
育
習
俗
語
彙
』〔
柳
田
国
男
〕
が
刊
行
さ
れ
る
と
と
も
に
、『
民
間
伝
承
』
二
号

で
は
、
橋
浦
泰
雄
に
よ
っ
て
「
産
育
習
俗
語
彙
採
集
要
項
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た

婚
姻
習
俗
に
関
し
て
は
、
大
間
知
篤
三
に
よ
っ
て
一
九
三
六
年
『
民
間
伝
承
』
五
号

に
「
婚
姻
習
俗
採
集
項
目
（
一
）」、
六
号
に
「
婚
姻
習
俗
採
集
項
目
（
二
）」
が
掲

載
さ
れ
、
翌
一
九
三
七
年
三
月
『
婚
姻
習
俗
語
彙
』
が
柳
田
国
男
・
大
間
知
篤
三
の

共
著
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
九
三
六
年
六
月
に
は
橋
浦
泰
雄
に
よ
り
「
葬

制
資
料
採
集
要
項
」
が
示
さ
れ
、
翌
一
九
三
七
年
九
月
『
葬
送
習
俗
語
彙
』
が
刊
行

さ
れ
る
。
こ
う
し
て
語
彙
集
が
、
葬
制
を
は
じ
め
そ
れ
ぞ
れ
人
生
儀
礼
に
関
わ
る
産

育
、
婚
姻
と
と
も
に
ほ
ぼ
連
続
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
研
究
課
題
の

親
近
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
背
景
を
考
え
る
と
き
に
、
一
九
三
五
年
七
月
三
一
日
か
ら
八
月
六
日
に
か
け

て
、
日
本
青
年
館
で
開
催
さ
れ
た
日
本
民
俗
学
講
習
会
に
お
い
て
、
大
間
知
篤
三
は

「
冠
婚
葬
祭
の
話
」
と
し
て
報
告
し
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
大
間
知
は
、「
人
の
一
生
を
お
く
る
に
幾
つ
か
の
段
階
を
通
過
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
う
ち
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
が
は
一
般
的
に
言
っ
て
、
誕
生
、

成
年
、
婚
姻
、
死
亡
の
四
段
階
で
あ
る
。」
と
し
、「
我
々
の
祖
先
達
が
、
か
う
し
た

諸
段
階
を
如
何
に
考
へ
、
そ
れ
に
如
何
に
処
し
て
来
た
か
は
、
主
と
し
て
将
来
民
俗

学
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
と
言
ふ
の
が
言

ひ
過
ぎ
な
ら
、
少
な
く
と
も
民
俗
学
は
そ
れ
等
の
解
明
に
最
も
重
大
な
寄
与
を
な
す

べ
き
科
学
の
一
つ
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
よ
う
。」
と
人
生
儀
礼
の
研
究
の
重
要
性

を
宣
言
し
て
い
る
〔
大
間
知　

一
九
三
五　

一
九
七
〕。
そ
し
て
誕
生
、
成
人
、
結
婚

と
そ
れ
ぞ
れ
民
俗
学
的
な
課
題
を
述
べ
て
お
り
、
葬
制
に
関
し
て
は
、
臨
終
、
枕
飯
、

葬
儀
の
助
力
、
死
の
通
知
、
死
の
忌
み
と
そ
の
範
囲
、
忌
明
け
、
盆
の
供
養
、
弔
い

上
げ
な
ど
葬
儀
の
過
程
を
含
め
て
葬
制
全
般
を
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
両
墓
制
を
含

め
た
課
題
を
も
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
大
間
知
篤
三
は
当
時
の
採
集
手
帖
を
含
め
、
か
な
り
積
極
的
に

人
生
儀
礼
に
つ
い
て
は
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
大
間
知
を
は

じ
め
と
し
て
研
究
所
の
同
人
達
の
中
で
、
山
村
調
査
の
過
程
に
お
い
て
、
次
第
に
人

生
儀
礼
と
し
て
の
研
究
課
題
が
共
有
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し

て
海
村
調
査
以
降
は
人
生
儀
礼
の
一
環
と
し
て
葬
制
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
民
俗
学
の

研
究
課
題
と
し
て
よ
り
研
究
が
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た

（
６
）。

【
謝
辞
】

　

成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
所
長
の
松
崎
憲
三
先
生
を
は
じ
め
、
閲
覧
室
の
林
洋
平

氏
ほ
か
研
究
所
の
み
な
さ
ま
に
は
『
郷
土
生
活
研
究
採
集
手
帖
』
の
閲
覧
に
際
し
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
1
）　
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
で
は
、
葬
制
は
死
の
発
生
か
ら
死
体
処
理
ま
で
の
過
程
を
把
握
す
る

用
語
と
し
て
い
る
が（
青
木　

一
九
九
九　

九
七
一
）。
こ
こ
で
は
、よ
り
広
い
意
味
に
お
い
て
、

人
の
死
を
め
ぐ
る
儀
礼
や
諸
習
俗
の
総
称
と
す
る
（
内
堀　

一
九
八
七　

四
二
九
〜
四
三
〇
）。

（
2
）　

民
俗
学
の
葬
制
研
究
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
山
田
（
二
〇
〇
七
、
一
五
〜
二
八
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
3
）　

こ
れ
は
先
祖
祭
祀
の
質
問
項
目
が
、
位
牌
分
け
や
分
牌
祭
祀
、
祖
名
継
承
に
関
す
る
質
問
で

あ
り
（
上
野
他
編　

一
九
八
七　

二
五
一
）、
当
時
の
調
査
研
究
の
進
行
に
よ
っ
て
増
加
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
4
）　

こ
れ
は
後
で
も
触
れ
る
『
葬
送
習
俗
語
彙
』（
柳
田　

一
九
三
七
）
の
目
次
を
意
識
し
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
葬
送
習
俗
語
彙
』
で
は
「
喪
の
始
め
」
が
一
番
で
あ
り
「
葬

式
の
総
名
」
は
二
番
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、そ
の
前
に
示
さ
れ
た
「
葬
制
資
料
採
集
要
項
」

（
橋
浦　

一
九
三
六
）
で
は
総
名
が
一
番
に
な
っ
て
い
る
。

（
5
）　

山
村
調
査
の
目
的
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
田
中
（
一
九
八
五
）
や
矢
野
（
一
九
九
二
）

の
考
察
が
あ
る
。

（
6
）　

柳
田
自
身
、こ
の
山
村
調
査
の
頃
ま
で
の
葬
制
、墓
制
に
関
連
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
考
は
、「
葬

制
の
沿
革
に
つ
い
て
」（
一
九
二
九
）
と
「
生
と
死
と
食
物
」（
一
九
三
三
）
で
あ
り
、「
葬
制

の
沿
革
に
つ
い
て
」
は
、墓
制
と
葬
法
の
変
遷
を
通
し
て
の
霊
魂
観
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
り
、

ま
た
「
生
と
死
と
食
物
」
は
、
食
物
と
忌
み
の
問
題
で
あ
る
。
柳
田
は
臨
終
か
ら
葬
儀
、
忌
明

け
と
い
っ
た
葬
儀
の
過
程
を
通
し
て
の
葬
制
全
般
に
つ
い
て
は
、『
葬
送
習
俗
語
彙
』
を
刊
行

し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
関
心
は
高
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ



277

［山村調査、海村調査における葬制の位置づけとその目的］……山田慎也

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

参
照
文
献

青
木　

俊
也　

一
九
九
九　
「
葬
制
」『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
福
田
ア
ジ
オ
他
編　

吉
川
弘
文
館

岩
倉　

市
郎　

一
九
七
三
（
一
九
三
五
）　
「
喜
界
島
生
活
調
査
要
目
」『
日
本
常
民
生
活
資
料
集
成
』

第
二
四
巻
、
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
、
三
一
書
房

岩
田　

重
則　

一
九
九
八　
「
日
本
民
俗
学
の
歴
史
と
展
開
」『
講
座
日
本
の
民
俗
学
』
一
民
俗
学
の

方
法
、
福
田
ア
ジ
オ
・
小
松
和
彦
編
、
雄
山
閣
出
版

内
堀　

基
光　

一
九
八
七　
「
葬
制
」『
文
化
人
類
学
事
典
』
石
川
栄
吉
他
編　

弘
文
堂

上
野　

和
男
・
高
桑　

守
史
・
福
田
ア
ジ
オ
・
宮
田　

登
編　

一
九
七
四　
『
民
俗
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
』
吉
川
弘
文
館

上
野　

和
男
・
高
桑
守
史
・
福
田
ア
ジ
オ
・
宮
田
登
編　

一
九
八
七　
『
民
俗
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

新
版　

吉
川
弘
文
館

大
間
知
篤
三　

一
九
三
六
ａ　
「
婚
姻
習
俗
採
集
項
目
（
一
）」『
民
間
伝
承
』
五
号

大
間
知
篤
三　

一
九
三
六
ｂ　
「
婚
姻
習
俗
採
集
項
目
（
二
）」『
民
間
伝
承
』
六
号

大
間
知
篤
三　

一
九
八
四（
一
九
三
六
）　
「
両
墓
制
の
資
料
」『
山
村
生
活
調
査
第
二
回
報
告
書
』『
山

村
海
村
民
俗
の
研
究
』
比
嘉
春
潮
他
編
、
名
著
出
版

大
間
知
篤
三　

一
九
三
五　
「
冠
婚
葬
祭
の
話
」『
日
本
民
俗
学
研
究
』
柳
田
国
男
編　

岩
波
書
店

新
谷　

尚
紀　

一
九
九
一　
『
両
墓
制
と
他
界
観
』
吉
川
弘
文
館

田
中　

宣
一　

一
九
八
五　
「「
山
村
調
査
」
の
意
義
」『
成
城
文
芸
』
一
〇
九
号

橋
浦　

泰
雄　

一
九
三
五　
「
産
育
習
俗
語
彙
採
集
要
項
」『
民
間
伝
承
』
二
号

橋
浦　

泰
雄　

一
九
三
六　
「
葬
制
資
料
採
集
要
項
」『
民
間
伝
承
』
一
〇
号

比
嘉　

春
潮
・
大
間
知
篤
三
・
柳
田　

国
男
・
守　

　

随
一
編　

一
九
八
四　
『
山
村
海
村
民
俗
の

研
究
』
名
著
出　

版

福
田
ア
ジ
オ　

一
九
八
四　
「
解
説
│
「
山
村
調
査
」
と
「
海
村
調
査
」
│
」『
山
村
海
村
民
俗
の
研

究
』　

比
嘉
春
潮
・
大
間
知
篤
三
・
柳
田
国
男
・
守
随
一
編
、
名
著
出
版

文
化
庁
編　

一
九
六
五　
『
民
俗
資
料
調
査
収
集
の
手
び
き
』　

第
一
法
規
出
版

最
上　

孝
敬　

一
九
八
〇　
『
詣
り
墓
』
名
著
出
版

最
上　

孝
敬　

一
九
八
四　
『
霊
魂
の
行
方
』
名
著
出
版

柳
田　

国
男　

一
九
二
九　
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」『
人
類
学
雑
誌
』
四
四
巻
六
号

柳
田　

国
男　

一
九
三
三　
「
生
と
死
と
食
物
」『
旅
と
伝
説
』
六
年
七
月
号

柳
田　

国
男　

一
九
三
五　
『
産
育
習
俗
語
彙
』　

民
間
伝
承
の
会

柳
田　

国
男
・
大
間
知
篤
三　

一
九
三
六　
『
婚
姻
習
俗
語
彙
』　

民
間
伝
承
の
会

柳
田　

国
男　

一
九
三
七　
『
葬
送
習
俗
語
彙
』　

民
間
伝
承
の
会

柳
田　

国
男　

一
九
八
〇　
『
民
間
伝
承
論
』　

伝
統
と
現
代
社

柳
田　

国
男　

一
九
八
四（
一
九
三
五
）　
「
採
集
事
業
の
一
画
期
」『
山
村
生
活
調
査
第
一
回
報
告
書
』

『
山
村
海
村
民
俗
の
研
究
』
比
嘉
春
潮
他
編
、
名
著
出
版

柳
田　

国
男
編　

一
九
七
五
（
一
九
三
八
）『
山
村
生
活
の
研
究
』
復
刻
版　

国
書
刊
行
会

柳
田　

国
男
編　

一
九
七
五
（
一
九
四
九
）『
海
村
生
活
の
研
究
』
復
刻
版　

国
書
刊
行
会

柳
田　

国
男
・
関　

　

敬
吾
編　

一
九
四
二　
『
日
本
民
俗
学
入
門
』
改
造
社

柳
田　

国
男
・
関　

　

敬
吾
編　

一
九
八
二　
『
日
本
民
俗
学
入
門
』
新
版　

名
著
出
版

矢
野　

敬
一　

一
九
九
二　
「「
山
村
調
査
」
の
学
史
的
再
検
討
」　
『
日
本
民
俗
学
』
一
九
一
号

山
田　

慎
也　

二
〇
〇
七　
『
現
代
日
本
の
死
と
葬
儀
』
東
京
大
学
出
版
会

 

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

 

（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
六
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
審
査
終
了
）


